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（実例）高岡市内で電子マネー230万円が騙し取られる！ 

 10月８日、Aさんの携帯電話に『有料サイトの会員登録料が未納となってい

る。』旨のメールが届き、メールに記載の連絡先に電話をかけたところ、対応し

た男から『未納料金29万9,600円を支払う必要がある。』などと指示された。 

    Aさんは、男の指示に従い、コンビニエンスストアで、 

合計30万円の電子マネーカードを購入し、電話で、購入 

したカード裏面に記載されたカード番号を伝えたのを皮 

切りに、その後も料金請求を指示され続け、10月15日 

までに合計230万円もの電子マネーを騙し取られたもの。 
 

 実例のように電子マネー詐欺の被害は、突然送られてくる 
  ○ 「有料サイトの登録料金が未納」などのメール（ＳＭＳ） 
  ○ 「消費料金に関する訴訟最終通告のお知らせ」と題するハガキ 
がきっかけとなっているのがほとんどです。 

 犯人から１番多く指示される電子マネーの購入場所は、「コンビニ」なんです！ 

コンビニ以外では、「家電量販店」や「ドラックストア」などを指示される場合もあります。 

 また、電子マネーカードをだまし取る方法は、カード裏面に書かれた「カード番号」
を電話で伝えるように指示されます！ 

   「コンビニ」や「カード番号を伝えろ」は詐欺です。注意してください！ 注 意 

 電子マネー詐欺は、１度お金を支払うと「他にも未納の料金があった」
などと、繰り返し支払いを請求され、次第に高額請求となっていきますぞ！ 

    身に覚えのない「メール」や「ハガキ」に書かれた電話番号に連絡してはいけません！ 注 意 

   繰り返しお金を請求された場合は、一旦冷静になり、警察や周りの人に相談しよう！ 注 意 

ポイント１ 犯人からの連絡手段 

ポイント２ 犯人からの指示（購入場所・交付方法） 

ポイント３ 繰り返される請求（被害） 


